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第１ 評価の基本方針 

  １  評価の趣旨 

京都府公立大学法人評価委員会（以下「評価委員会」という。）は、地方独立行

政法人法第２８条第１項及び同法第３０条第１項の規定に基づき、京都府公立大学

法人（以下「法人」という。）の平成２５年度計画の業務実績評価及び第１期中期

目標期間（平成２０年度～平成２５年度）における業務実績評価（以下「中期目標

評価」という。)について、次の方針に基づき実施した。                        

                                               

  (1)  平成２５年度が第１期中期目標期間の最終の事業年度に当たることから、平成 
    ２５年度計画評価と併せて中期目標評価を実施する。                        
                                                                

   (2)  法人の教育研究の特性や大学運営の自主性・自立性に配慮するとともに、法人 

    の様々な工夫や特色ある取組を積極的に評価する。                         
                                                   
   (3) 評価は、第２期中期目標期間（平成２６年度から平成３１年度）における法人 

       の教育研究、組織及び運営について継続的な質的向上に資するものとする。 

 

   (4) 評価を通して、法人の業務達成に向けた取組や達成状況を明確にすることによ 

       り、法人の運営状況に関して府民に対する説明責任を果たす。  
 

  ２  評価の方法                                                                  

   (1)２５年度計画評価                                                         
   ア 評価は、法人による自己評価を聴取した上で行った。 
  イ 評価は、全体評価及び項目別評価により行った。 

（ｱ）全体評価 
        全体評価は、項目別評価の結果を踏まえ、法人の業務の実績全体について評 
    価を行った。 

（ｲ）項目別評価 
     項目別評価は、年度計画の小項目及び大項目ごとに行った。 
     年度計画の小項目ごとの評価は、次のⅣ～Ⅰの４段階により行った。 

 
 Ⅳ 年度計画を上回って実施している 
 Ⅲ  年度計画を十分に実施している 
 Ⅱ  年度計画を十分には実施していない 
 Ⅰ  年度計画を実施していない 
 

       年度計画の大項目ごとの評価は、次のＳ～Ｄの５段階により行った。 
 
 Ｓ 特筆すべき進捗状況にある(評価委員会が特に認める場合) 
 Ａ  順調に進んでいる(すべてⅣ又はⅢ) 
 Ｂ 概ね順調に進んでいる(Ⅳ又はⅢの割合が９割以上) 
 Ｃ やや遅れている(Ⅳ又はⅢの割合が９割未満) 
 Ｄ  重大な改善事項がある(評価委員会が特に認める場合) 
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  (2)中期目標評価                                                         
   ア 評価は、法人による中期計画の自己評価を聴取した上で行った。 
  イ 中期計画の評価を基に中期目標の評価を行った。 
  ウ 評価は、全体評価及び項目別評価により行った。 

（ｱ）全体評価 
        全体評価は、項目別評価の結果を踏まえ、法人の業務の実績全体について評 
    価を行った。 

（ｲ）項目別評価 
     項目別評価は、中期目標の小項目及び大項目ごとに行った。 
     中期目標の小項目ごとの評価は、次のⅣ～Ⅰの４段階により行った。 

 
 Ⅳ 中期目標を上回って実施している 
 Ⅲ  中期目標を十分に実施している 
 Ⅱ  中期目標を十分には実施していない 
 Ⅰ  中期目標を実施していない 
 

       中期目標の大項目ごとの評価は、次のＳ～Ｄの５段階により行った。 
 
 Ｓ 特筆すべき達成状況にある(評価委員会が特に認める場合) 
 Ａ  良好な達成状況にある(すべてⅣ又はⅢ) 
 Ｂ 概ね良好な達成状況にある(Ⅳ又はⅢの割合が８割以上) 
 Ｃ 不十分な達成状況にある(Ⅳ又はⅢの割合が８割未満) 
 Ｄ  重大な改善事項がある(評価委員会が特に認める場合) 
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第２ 全体評価 

法人は、京都府立医科大学（以下「医科大学」という。）及び京都府立大学（以下「府
立大学」という。）を設置及び管理し、京都府民に開かれた大学として透明性の高い運営
を行うとともに、京都府の「知の拠点」として、質の高い教育研究の実施を通して、幅広い
教養、高い専門能力及び倫理観を持った人材を育成し、また、世界トップレベルの医療の提
供や教育研究の成果を府民や地域に還元することにより、府民生活の向上、地域社会や国内
外の発展に貢献することを目的として、平成２０年４月１日に設置された。 

法人は、この設置目的の具体化を図るため、地方独立行政法人法に基づき、京都府知事

から指示を受けた平成２０年度から６年間を期間とする中期目標を達成するための中期計

画を作成するとともに、当該計画に基づき、総合的で専門性の高い教育研究の実施と優れ

た人材の育成をはじめ、医科大学及び府立大学に国立の京都工芸繊維大学を加えた３大学

の教養教育共同化の推進、産学公連携などによる地域貢献、高度で安全・安心な医療の提

供や、効率的、効果的な業務運営等に取り組まれてきたところである。 

 

 １ ２５年度計画評価の結果 

中期目標及び中期計画の最終年度となる平成２５年度計画の業務実績について

は、特に注目される取組として、教育研究において、全国初の３大学による教養教

育共同化の推進をはじめ、府立大学における公共政策学部の教育内容の充実や学生

の地域貢献への評価、サバティカル制度（教員が長期に研究に専念できる制度）の

創設などが挙げられる。 

また、地域貢献において、医科大学附属北部医療センター（旧京都府立与謝の海

病院）の附属病院化をはじめ、総合診療科の開設や、北部地域への医師派遣の増大、

のほか、府立大学と市町村との包括協定による地域貢献などが挙げられる。 

これらの取組を踏まえて、平成２５年度の取組について評価した結果、平成２５

年度計画の１７０項目のうち、６項目で｢年度計画を上回って実施している。」､                                           

１５５項目で「年度計画を十分に実施している。」、９項目で「年度計画を十分に

は実施していない。」との結果となったため、京都府公立大学法人の平成２５年度

計画の業務実績については、中期目標・中期計画の達成に向けて、全体として「概

ね順調に進んでいる。」と評価する。 

 

  ２ 中期目標評価の結果 

今回、評価を行った第１期中期目標においては、京都府における知の拠点として、
教育研究の高度化、人材育成はもとより、医師確保をはじめとする地域貢献や医療
サービスの一層の向上、更には理事長と学長のリーダーシップによる戦略的な運営、
外部有識者の参画などによる業務運営の改善などを目標に掲げられている。 

法人においては、平成２０年度から理事長及び学長のリーダーシップのもと、中
期計画を策定し、中期目標の達成に向けて取り組まれており、とりわけ教育研究に
おいて、３大学連携による教養教育共同化の推進をはじめ、３大学に京都薬科大学
を加えた４大学連携によるヘルスサイエンス分野での共同研究や府立大学でのエコ
タイプ次世代植物工場など、質の高い教育研究に取り組んでいる。 

また、地域貢献において、医科大学では世界トップレベルの医療の府民へ提供の
ほか、総合医療・医学教育講座の設置、地域に貢献する医師の養成をはじめ、地域

医療機関との連携、医師派遣体制の強化による医師確保対策に取り組んでいる。ま
た、府立大学においては、「京都政策研究センター」の設置や市町村との包括協定
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による地域貢献などに取り組んでいる。 

これらの取組を踏まえて、中期目標の取組について評価した結果、中期目標の６５                                          

項目について､６２項目で「中期目標を十分に実施している。」、３項目で「中期目
標を十分には実施していない。」となり、中期目標においても全体として「概ね良
好な達成状況」にあることが認められる。 

しかしながら、法人及び大学運営については、大学のグローバル化、人口減少や
少子化などによる大学間競争に対応した魅力ある大学づくりや、大学が人材育成、
イノベーションの拠点として教育研究機能を最大限に発揮するためには、理事長及
び学長のリーダーシップによる戦略的な運営が可能となるガバナンス体制の一層の
構築が必要であり、両大学が、法人組織として一体的な協働実施体制を強化するこ
とが重要である。 

また、医科大学での臨床研究のデータねつ造などの不正問題について、「研究活

動の改革に関する検討委員会」を設置し、再発防止策を取りまとめ、速やかに取り
組んでいることが認められる。しかし、今回の問題が、我が国の医学・臨床研究へ
の信頼を損なう重大な問題であることに鑑み、法人としての社会的責任に対する認
識を持ち、信頼回復に向け、再発防止を含め適正な研究活動が行われるよう法人を
挙げて積極的に取り組まれることを強く要望する。 
さらに、府立大学のキャンパス整備については、施設の老朽化等への対応や、学

生の安心安全で快適な教育研究環境を提供するため、早期の対応が求められるので、
精華キャンパス等の課題も含め、具体的な整備に着手できるよう取り組まれること
を要望する。 

今後、法人においてはこの第一期中期目標の評価を踏まえ、これまで以上に理事
長及び両大学学長のリーダーシップの下、教職員が一丸となり「国家の基礎は人に

あり」と言われるように、教育研究等の質の向上に努め、未来を拓く人材の育成に
取り組むとともに、地域に貢献し、学生に選ばれる魅力ある大学に向けて、積極的
に取り組まれることを期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 【２５年度計画「大項目」評価結果】 

 
        評定 
 
 
大項目 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

特筆すべき進
捗状況(達成状況)
にある 

順調に進んで
いる(良好な達成状況
にある) 

概ね順調に進
んでいる(概ね良
好な達成状況にある) 

やや遅れてい
る(不十分な達成状況に
ある) 

重大な改善事
項がある 
 

教育研究等の質
の向上に関する
事項 

 
 
 
 

 
 
 
 

○ 

 
 
 
 

 
 
 
 

業務運営の改善
等に関する事項 

 
 
 
 

○
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

財務内容の改善
に関する事項 

 
 
 
 

○
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

自己点検・評価
並びに情報の提
供に関する事項 

 
 
 
 
 

○ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

その他運営に関
する重要事項 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

○
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 【中期目標の「大項目」評価結果】 

 
        評定 
 
 
大項目 

Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

特筆すべき進
捗状況(達成状況)
にある 

順調に進んで
いる(良好な達成状況
にある) 

概ね順調に進
んでいる(概ね良
好な達成状況にある) 

やや遅れてい
る(不十分な達成状況に
ある) 

重大な改善事
項がある 
 

教育研究等の質
の向上に関する
事項 

 
 
 
 

 
 
 
 

○ 

 
 
 
 

 
 
 
 

業務運営の改善
等に関する事項 

 
 
 
 

○ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

財務内容の改善
に関する事項 

 
 
 
 

○ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

自己点検・評価
並びに情報の提
供に関する事項 

 
 
 
 
 

○ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

その他運営に関
する重要事項 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

○ 
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第３ 項目別評価 

  １  教育研究等の質の向上に関する事項 

○  第１期中期目標の「大項目」である「第２ 教育研究等の質の向上に関する事
項」については、教育研究の特性に配慮し、事業の外形的・客観的な進捗状況
についての評価を行った。本項目に係る平成２５年度計画及び第１期中期目標
については、項目数が多く、内容も幅広いため、細分化し、評価結果を取りま
とめた。 

 

     ◆「教育研究等の質の向上に関する事項」の全体評価 

 

        ２５年度計画評価  
 

○  平成２５年度計画については、「小項目評価」において、１２３項目中                                      

１１６項目が「Ⅳ」（年度計画を上回って実施している。）又は「Ⅲ」（年度
計画を十分に実施している。）の評価結果となり、その割合が９割以上                                        

（９４.３％）となっているため、「大項目評価」としては、「Ｂ」評価であり、
平成２５年度計画が概ね順調に進んでいると認められる。        

        

        
        
       
       
   
 
      
 

大項目評価 Ｂ 概ね順調に進んでいる。 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ６ １１０ ７ ０ １２３ 

構成比(%)     (4.9) (89.4) (5.7) (0.0) (100.0) 

 

        中期目標評価  
 

○ 第１期中期目標については、「小項目評価」において、４６項目中４４項目
が「Ⅲ」（中期目標を十分に実施している）の評価結果となり、その割合が８
割以上（９５.６％）となっているため、「大項目評価」としては、「Ｂ」評

価であり、中期目標が良好な達成状況にあると認められる。 

        

        

        

        
        
 
      
      

大項目評価 Ｂ 概ね良好な達成状況にある。 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ ４４ ２ ０ ４６ 

構成比(%)     (0.0) (95.6) (4.4) (0.0) (100.0) 
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    (1) 教育等に関する目標 

          ２５年度計画評価   
 
 
 
 
 
 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 １ ５８ ３ ０ ６２ 

構成比(%)     (1.6) (93.6) (4.8) (0.0) (100.0) 

 

   （評価できる項目） 

○ 公共政策学部の教育内容について、政策研究交流大会での発表や地域の観光
振興等に取り組み、学生の地域貢献が地域や報道でも評価されている。 

 

○ ３大学による教養教育共同化について、平成２６年４月からの実施に向け、
リベラルアーツ系を中心に、少人数制セミナーなどの新しい時代の要請に応じ
た授業実施体制等を整備している。 

 

○ 医師国家試験の合格率について、９３．９％（全国：９０．６％）となり、
全国を上回っている。 

 

○ 管理栄養士の国家試験については、府立大学において９２．３％（全国：８
２．７％）の合格率となった。 

 

   （課題となる項目) 

○ 医科大学における社会人の受け入れについて、２５年度内に体制の整備など
が検討されていない。 

 

○ 府立大学大学院における公共政策学専攻の博士後期課程において、院生の確
保が十分に図れていない。今後も研究者や高度専門職業人の育成のため、博士
後期課程の院生の確保ができるよう積極的な取り組みを行う必要がある。 

 

○  府立大学の既存施設の設備・拡充について、京都府のアクションプランによ
る検討や、予算等に係る協議を行っているが、精華キャンパスの活用等のキャ
ンパス整備の課題について学内で検討されている段階であり、具体的な整備に
着手できるよう取り組む必要がある。 

 

          中期目標評価   
 
 
 
 

 
 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ ２６ ０ ０ ２６ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

        
   （評価できる項目） 

○ 医科大学では看護学科編入学制度の見直し、府立大学では段階的にＡＯ入試
制度を廃止し高校の推薦枠を拡大した。 

 

○ 文部科学省の大学間連携共同教育推進事業の採択を受け、京都三大学教養教

育研究・推進機構を創設するなど、教養教育共同化を実施するための環境を整
備した。 
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○ 府立大学では「大学間連携共同教育推進事業」への応募について、２４年度
に３件の申請事業が全て採択された。 

 

○ 医師・看護師・保健師・助産師国家試験の新卒受験者について、合格率を９０％
以上を維持、助産師にあっては常に１００％を維持している。 

 

○ 精神保健福祉士の平成２４年の国家試験合格率が１００％となり、全国１位
（全国平均６２．６％）の高い水準を維持している。 

 

○  「京都府立医科大学の情報化に関する方針」の策定、「総合情報センター」
の設置や事務局体制の強化に取り組み、大学の学術情報収集機能の充実を図っ
ている。 

 

   （課題となる項目) 
○ 医科大学大学院の医学研究科は、社会人の受入れに係る体制について整備さ
れていない。 

 

○ 医科大学では、国際学術交流センターにおいて国内外の大学との交流などに
取り組んでいるが、教育研究の国際化を図るための計画が策定されていない。 

 
○ 府立大学大学院の公共政策学研究科について、研究者だけでなく、高度専門
職業人の育成が可能となるようなカリキュラムの充実や体制整備ができてい
ない。これらの人材を育成するための教育研究の実施体制を強化する必要があ

る。 
 
○ 府立大学の教育環境の条件整備、老朽化施設の整備について、学内で基本構
想の検討を行ったが、精華キャンパスの活用等のキャンパス整備の課題につい
て、学内で検討されている段階であり、具体的な整備に着手できるよう取り組
む必要がある。 

 

 

   (2) 研究に関する目標 

 

          ２５年度計画評価   
 
 
 
 

 
 
 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 １ １８ １ ０ ２０ 

構成比(%)     (5.0) (90.0) (5.0) (0.0) (100.0) 

        

   （評価できる項目） 

○ 府立大学の植物工場において、高機能性野菜の栽培に関して抗酸化能成分を

高める研究など成果を出している。 

 

○ 府立大学の海外研修や国内長期研修について、サバティカル制度（長期研究
専念期間）を創設している。 
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○ 両大学では、外部資金申請が各教員１件以上（数値目標：各教員１件以上）
となっている。 

 

 

 

 

   （課題となる項目) 
○ 医科大学では、臨床研究の不正問題を踏まえ、「研究活動の改革に関する
検討委員会」の設置など、速やかに取り組んでいるが、中・長期的な再発防
止策についても今後しっかりと取り組んでいくことが求められる。 

 

          中期目標評価   
 
 
 
 
 

 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ ６ １ ０ ７ 

構成比(%)     (0.0) (85.7) (14.3) (0.0) (100.0) 

 

   （評価できる項目） 

○ 平成２３年に医科大学、府立大学、京都工芸繊維大学及び京都薬科大学との
４大学連携機構を設立するとともに、「京都ヘルスサイエンス総合研究センタ
ー」を設置し、ヘルスサイエンス分野の研究体制を構築している。      

 

○ 府立大学において、精華キャンパスに産学公連携研究施設を開設するととも
に、エコタイプ次世代植物工場運用を開始し、産学公連携の研究拠点の施設と
して成果を上げている。 

 

   （課題となる項目) 
○ 医科大学では、臨床研究の不正問題を踏まえ、平成２５年度に「研究活動の
改革に関する検討委員会」の設置など、速やかに取り組んでいるが、研究全般
の抜本的な改革に向けた検討をはじめ､中・長期的な再発防止策についても今
後しっかりと取り組んでいくことが求められる。 

 

 

 

                                  

84%

96%

97%

100% 100% 100%

91%
92%

97%

95%

100% 100%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

２０年度

医大：274／325

府大：137／151

２１年度

311／325

138／150

２２年度

299／307

143／147

２３年度

333／333

142／149

２４年度

332／332

154／154

２５年度

353／353

152／152

各教員の外部資金申請件数

医大 府大

（達成）

（人） （人） （人） （人） （人） （人）

 数値目標：各教員の外部資金申請件数１件以上 
            ※教員数に対する申請件数の割合で表記 
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61.0%

64.0%
65.7%

63.7%
65.7%

74.7%74.0%

60.0%

64.2% 65.7%

73.4%
73.1%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

学生の府内定着率

医学科

看護学科

看護学科達成

医学科達成

   (3) 地域貢献に関する目標 
 

          ２５年度計画評価   
 
 
 
 

 
 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ２ １５ ０ ０ １７ 

構成比(%)     (11.8) (88.2) (0.0) (0.0) (100.0) 

 

   （評価できる項目） 

○ 法人保有知的財産の技術移転の拡充について、学内シーズの発信を行うとと
もに、医科大学では寄附講座を新設したほか、府立大学では共同研究成果の知

的財産を実用化している。  
 

○ 府立大学の地域包括協定について、南丹市と平成２５年に協定を締結し、５
箇所（数値目標：締結市町村数５以上）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 附属北部医療センターを中心とした臨床医の育成、医師の派遣や救急医療レ
ベルの向上等に取り組んでおり、特に北部地域への医師派遣回数が、法人化前
の２４年度に比べて約６倍(延べ約２，６００回）となっている。また、保健所
勤務の医師確保のため、保健所長の育成に取り組んでいる。 

 

○ 医師・看護師の府内定着率は、医学科が７４．７％（数値目標：７０％以上）、
看護学科は７３．１％（数値目標：６５％以上）、初期研修医の府内定着率は、
８５．０％（数値目標を８０％以上）となっている。 
 

 数値目標：包括協定締結市町村数５以上 

2

3 3 3

4

5

0

1

2

3

4

5

6

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

包括協定締結市町村数

（達成）

※統計数：累計

76.6%
75.4% 75.4% 76.0% 76.7%

85.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

研修医の定着率

（達成）61.0%

64.0%
65.7%

63.7%
65.7%

74.7%74.0%

60.0%

64.2% 65.7%

73.4%
73.1%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

学生の府内定着率

医学科

看護学科

看護学科達成

医学科達成

数値目標：研修医８０％以上  数値目標：医学科 70％以上  看護学科６５％以上 
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          中期目標評価   
 
 
 
 

 
 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ ４ １ ０ ５ 

構成比(%)     (0.0) (80.0) (20.0) (0.0) (100.0) 

 

   （評価できる項目） 

○ 府立大学では、「京都府北部地域・大学連携機構」の幹事校として参画し、
中丹地域の自治体研修に講師を派遣するとともに、２４年度に文部科学省「大
学間連携共同教育推進事業」の採択を受け、北部地域での学生教育に取り組ん

でいる。 

 

○ 両大学の、府民向けの公開講座の受講者満足度の中期目標期間中の平均が
９０％以上（数値目標：９０％以上）となっている。また、府立大学では、各
学部毎に年１回以上開催している（数値目標：各学部毎年 1 回以上開催） 

 

○ 府立大学における「京都政策研究センター」について、京都府からの政策研
究の受託や市町村等との共同研究を行うなど、自治体のシンクタンク機能を果
たしている。 

 
○ 医科大学において総合医療・医学教育学講座の設置、教員体制の充実、施設
・設備の整備、地域医療機関等との連携や医師確保などに取り組んでいる。 

 

   （課題となる項目) 
○ 医科大学の産学公連携戦略本部、府立大学の地域連携センターを統括した総
合的地域連携機関としての共同窓口設置について、これまで実施していない。 

 
○ 共同研究・受託研究等の件数の増加(数値目標：１９年度比１０％以上)につ
いて、医科大学は、２０年度が－７％、２２年度が１％、２５年度が２％とな
っている。 

 
 
 

99.5%
96%

93%

97% 98% 98%

93% 94%
95%

94%

85%

89%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

公開講座に対する受講者の満足度

医大

府大

（達成）

数値目標：公開講座等に満足する受講者９０％以上 
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   (4) 医科大学附属病院に関する目標 

 

          ２５年度計画評価   
 
 
 
 
 

 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 １ １１ ３ ０ １５ 

構成比(%)     (6.7) (73.3) (20.0) (0.0) (100.0) 

 

   （評価できる項目） 

○ 医科大学の眼科学で３症例のヒト幹細胞臨床試験を実施し、目の角膜内皮細

胞を培養して移植する世界初の臨床研究を実施、患者全員の視力が回復し経過
も順調である。 

 

○ 旧小児疾患研究施設棟を改修し、平成２６年１月に緩和ケア病棟を開設し
た。 

 

○ クリニカルパスの承認について、目標の承認件数（４０件以上）よりも約３
倍の１１２件の承認を行った。 
 
 

       (課題となる項目) 
○ 医科大学の病床利用率は、８０．７％(数値目標：９０％以上）、医療材料
比率が３５．６％（数値目標：３５％以下）となっている。 

 

 

648

782
705

828 793
710

80 79 81 86 86 105

0

200

400

600

800

２０年度

医大：未達成

府大：達成

２１年度

達成

達成

２２年度

未達成

達成

２３年度

達成

達成

２４年度

達成

達成

２５年度

未達成

達成

共同研究・受託研究等の年間件数

医大

府大

医大：達成

府大：達成

（78件）

数値目標：研究の年間件数を１９年度比１０％以上 
          医大：７６２件以上  府大：７８件以上 
 

 数値目標：病床利用率９０％以上  数値目標：医薬材料費率３５％以下 

81.8%

84.4%

86.8%
85.0% 84.8%

80.7%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

病床利用率

（達成）
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36.3%
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35.6%

30.0%

35.0%

40.0%

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

医薬材料比率

（達成）
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          中期目標評価   
 
 
 
 
 

 
 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ ６ ０ ０ ６ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

    

    （評価できる項目） 

○ 医療技術職員等人材育成事業費により、看護師や医療技術職員の教育、資格
獲得・更新に係る経費負担による支援を行い、認定資格者が増加している。 

 

○ 新外来診療棟の完成により、診察室の完全個室化や、ゆったりとした待合ス
ペースやコンビニエンスストア、レストラン等を整備し、快適でゆとりある空
間を提供している。 

 

○ 先進医療の承認申請について、累計が１７件となり、数値目標の２倍近く上
回った。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

○ プロフェッショナル養成基盤推進プランにおいて、医科大学では７大学と連
携し、がんの予防・検診から、診断・治療や在宅・緩和医療に至るまで、がん
のそれぞれの局面に必要な人材養成を進めている。   

 

○ 医科大学が、小児がん拠点病院として指定を受け、高度な診療を行うととも
に研修会や公開講座を開催している。 

 

○ 医科大学において高度な医療を提供するため、手術支援ロボットなど最先端
医療機器を導入するとともに、入院から退院までの診療計画であるクリニカル
パスの新規の承認件数が３１８件となった。 

        

   （課題となる項目) 
○ 医科大学の患者満足度が入院患者８６．５％（数値目標：９０％以上）、外

来患者７４．５％（数値目標：８０％以上）となっている。また、病床利用率
が８０．７％（数値目標：９０％以上）となっている。 

2
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２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

先進医療承認申請件数

（達成）

※申請件数：累計

 数値目標：先進医療の承認申請１０件以上 
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   (5) 医科大学附属北部医療センターに関する目標 

 

          ２５年度計画評価   
 
 
 
 
 

 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 １ ３ ０ ０ ４ 

構成比(%)     (25.0) (75.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

 

   （評価できる項目） 

○ 高度先進医療に携わる医師派遣及び、若手医師の指導について、高度医療・
専門医療の提供や医療スタッフの育成を行っている。 

 

○ 地域医療学教室を設置し、総合診療を専門とした人材育成に取り組むととも

に、医科大学からの医師派遣体制を整備したことにより、附属北部医療センタ
ーから府北部地域の医療機関への医師派遣回数が、２４年度に比べて約６倍
(延べ約２，６００回)になった。 

 

          中期目標評価   
 
 
 
 
 

 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ １ ０ ０ １ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

 

   （評価できる項目） 

○ 医科大学の附属病院化をはじめ、医師派遣などの附属病院との連携により、
高度医療・専門医療を提供し、医療を支える医療スタッフの育成に取り組んで
いる。        
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患者満足度

入院

外来

達成（入院）

達成（外来） 81.8%

84.4%

86.8%
85.0% 84.8%

80.7%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

病床利用率

（達成）

 数値目標：病床利用率９０％以上 数値目標：患者満足度 入院：９０％以上  
                      外来：８０％以上 
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   (6) 国際交流に関する目標 

 

          ２５年度計画評価   
 
 
 
 
 

 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ ５ ０ ０ ５ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

 

   （評価できる項目） 
○ 医科大学においては、海外の研究者を講師とした特別講義を８回開催すると

ともに、府立大学では、国際化推進委員会を４回開催し、具体的な施策の立案
等を行い、「国際化推進行動計画」を策定した。 

 

          中期目標評価   
 
 
 
 
 

 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ １ ０ ０ １ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

 

（評価できる項目） 

○ 医科大学では、海外の大学との学生の相互派遣や、学術交流協定の締結、国
際交流支援制度を創設するとともに、府立大学においても、国際交流協定締結
を促進し、留学生の受入・派遣、共同研究等を行っている。 

 

○ 医科大学では、国際学術交流センターを中心に国内外の大学・大学院・研究
機関・病院等との連携及び学術・医療交流を推進するとともに、海外６大学と
国際学術交流協定を締結している。 

 

 
  ２ 業務運営の改善等に関する事項 
      

       ２５年度計画評価  
 

○  平成２５年度計画については、「小項目評価」において、１４項目中１４項
目全てが「Ⅲ」（年度計画を十分に実施している。）の評価結果となり、「大
項目評価」としては、「Ａ」評価であり、平成２５年度計画が順調に進んでい
ると認められる。 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

大項目評価 Ａ 順調に進んでいる。 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ １４ ０ ０ １４ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 
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（評価できる項目） 

○ 北部医療センターについて、府立与謝の海病院の附属病院化に伴い兼業・ 

兼職が可能となり、兼業・兼職件数が２４年度の約４６０件から２５年度は１，
２５０件と２．７倍に増加した。 

 

○ 教職員の育成について、全学ＦＤ（教員の資質の向上、能力開発の取組）研
究集会の企画実施、新任教員研修や学生による授業評価の実施、教養教育学生
ワークショップの開催など、ＦＤを展開した。 

           

      中期目標評価  

○  第１期中期目標については、「小項目評価」において、８項目中８項目全て

が「Ⅲ」（中期目標を十分に実施している）の評価結果となり、「大項目評価」
としては、「Ａ」評価であり、中期目標が良好な達成状況にあると認められる。 

 

 
 
 
 
 

 

大項目評価 Ａ 良好な達成状況にある。 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ ８ ０ ０ ８ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 
      
   （評価できる項目） 

○ 理事会や教育研究評議会等への学外委員の就任により、法人・大学運営に関
する意見を積極的に出してもらうとともに、定期的に法人管理職会議を開催

し、法人と大学の課題や情報の共有化を図っている。 

 

○ 副学長の設置や管理職会議等の定期的な開催による情報共有の促進等によ
り、業務執行体制の強化を図った。 

 
 

  ３ 財務内容の改善に関する事項 

      

       ２５年度計画評価  

○  平成２５年度計画については、「小項目評価」において、８項目中８項目全
てが「Ⅲ」（年度計画を十分に実施している。）の評価結果となり、「大項目
評価」としては、「Ａ」評価であり、平成２５年度計画が順調に進んでいると

認められる。 
      

 

 
 
 
 
 
 

 

大項目評価 Ａ 順調に進んでいる。 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ ８ ０ ０ ８ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

 
   （評価できる項目） 

○ 医科大学において、知的財産の積極的活用と、成果有体物取扱規程を策定す

るとともに、府立大学においては、知的財産の実施許諾契約を企業と締結し、
初めて収益を得ることができた。 
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○ 外部研究資金及び競争的研究資金の獲得件数は医科大学が１，０７６件、
府立大学が２４４件(数値目標：平成１９年度比１０％以上)となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        中期目標評価  

○ 第１期中期目標については、「小項目評価」において、５項目中５項目全て
が「Ⅲ」（中期目標を十分に実施している）の評価結果となり、「大項目評価」
としては、「Ａ」評価であり、中期目標が良好な達成状況にあると認められる。   

 

 
 
 
 
 

 
 

大項目評価 Ａ 良好な達成状況にある。 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ ５ ０ ０ ５ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

 

   （評価できる項目） 
○ 省エネ法に基づき使用エネルギーの実態を把握・分析し、原単位当たりのエ
ネルギー使用量の抑制を行うなど、省エネ・節電を図った。 

 
 

  ４ 教育研究及び組織運営の状況の自己点検・評価並びに当該状況に係る情報の提 
  供に関する事項 
 

       ２５年度計画評価   

○  平成２５年度計画については、「小項目評価」において、７項目中７項目全
てが「Ⅲ」（年度計画を十分に実施している。）の評価結果となり、「大項目
評価」としては、「Ａ」評価であり、平成２５年度計画が順調に進んでいると
認められる。 

 

 
 
 
 
 

 

大項目評価 Ａ 順調に進んでいる。 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ ７ ０ ０ ７ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 
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（評価できる項目） 

○ 科研費の申請率については、科研費など、競争的外部資金への申請が各教 
員１件以上(数値目標:各教員１件以上)となっている。 

 

 

 
 

     中期目標評価  
 

○ 第１期中期目標については、「小項目評価」において、２項目中２項目全て
が「Ⅲ」（中期目標を十分に実施している）の評価結果となり、「大項目評価」
としては、「Ａ」評価であり、中期目標が良好な達成状況にあると認められる。 

      
 

 
 
 
 
 

 
 

大項目評価 Ａ 良好な達成状況にある。 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ ２ ０ ０ ２ 

構成比(%)     (0.0) (100.0) (0.0) (0.0) (100.0) 

 

（評価できる項目） 

○ 医科大学においては、全ての講義担当教員に対して、２２年度の学生による
授業評価を実施。府立大学においては、学生のニーズを的確に把握するため、
毎年度、在学生を対象に「学生実態調査」「授業アンケート」、卒業生を対象

に「教育課程等に関するアンケート」を実施している。 

 

 

  ５ その他運営に関する重要事項 

      

       ２５年度計画評価  
 

○ 平成２５年度計画については、「小項目評価」において、１８項目中１６
項目が「Ⅲ」（年度計画を十分に実施している。）の評価結果となり、その
割合が９割未満（８８．８％）となっているため、「大項目評価」としては、
「Ｃ」評価であり、平成２５年度計画がやや遅れていると認められる。 
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大項目評価 Ｃ やや遅れている。 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ １６ ２ ０ １８ 

構成比(%)     (0.0) (88.8) (11.1) (0.0) (100.0) 

      

（評価できる項目） 

○ 医科大学では防火訓練等について、消防訓練を２回、防火講習会を１日、府
立大学では防災訓練については、下鴨キャンパスに加え、精華キャンパスでも
防災訓練を実施するとともに、自主防災マニュアルを作成した。 

 

○ 男女共同参画を推進する全学的組織「男女共同参画推進委員会」を設置し、
ニーズを踏まえ女性研究者支援を中心とした取組を実施した。 

 

（課題となる項目） 
○ 医科大学での臨床研究の不正問題について「研究活動の改革に関する検討委
員会」を設置し、再発防止策を取りまとめるなど速やかに取り組んだが、中・
長期的な再発防止策についても今後しっかりと取り組んでいくことが求めら
れる。 

 
○  府立大学の施設の設備・拡充について、京都府からのアクションプランによ

る検討や、予算等に係る協議を行っているが、精華キャンパスの活用等のキャ
ンパス整備の課題について、学内で検討されている段階である。 

            

      中期目標評価  

○  第１期中期目標については、「小項目評価」において、４項目中３項目が「Ⅲ」
（中期目標を十分に実施している）の評価結果となり、その割合が８割以下（７
５．０％）となっているため、「大項目評価」としては、「Ｃ」評価であり、
中期目標が不十分な達成状況にあると認められる。 

     
 

 

 

 
 
 

 

大項目評価 Ｃ 不十分な達成状況にある。 

小項目評価 

評 価 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 計 

項目数 ０ ３ １ ０ ４ 

構成比(%)     (0.0) (75.0) (25.0) (0.0) (100.0) 

 

（評価できる項目） 
○ 医科大学においては、２３年度に総合情報センターを設置し、学内の情報セ
キュリティ管理体制の整備や電子ジャーナルや文献索の研修、電子カルテ研修
を実施。府立大学では、２０年度に情報セキュリティ・ポリシーを策定し、毎
年情報に関する研修を実施している。 

 

○ 医科大学においては、ハラスメント防止委員会相談員を組織毎に複数配置

し、様々なハラスメント相談に対応できる体制を整備している。 
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（課題となる項目） 

○ 医科大学での臨床研究の不正問題について「研究活動の改革に関する検討委
員会」を設置し、研究全般の抜本的な改革に向けた検討をはじめ再発防止策を
取りまとめるなど速やかに取り組んだが、中・長期的な再発防止策についても
今後しっかりと取り組んでいくことが求められる。 

 

○ 府立大学の施設の整備・拡充について、２３年度から学内で基本構想の検討
を行うとともに、２５年度に京都府のアクションプランによる検討を行ってい
るが、精華キャンパスの活用等のキャンパス整備の課題について、学内で検討
されている段階である。  

 


